
「障害のある学生」に対する「教育上の合理的配慮」について 

 

 

１．担当 

 創発科学研究科に入学した学生または保護者等から「障害を理由とした合理的配慮」の

要望があった場合、教務委員会、指導教員及び学生担当係が連携して、その対応を担当す

る。 

教員の所属する系領域 学生担当係 

教育・人文系領域  

幸町地区統合事務センター教務課大学院係 法学系領域 

経済学系領域 

工学系領域（主に幸町で修学する者） 創造工学部事務分室 

工学系領域（主に林町で修学する者） 林町地区統合事務センター学務課学務係 

 

２．合意形成 

 早期に、当該学生または保護者等との面談を行い、大学に対して要望する合理的配慮と

大学が対応可能な配慮について合意を形成し、研究科長名で、合意内容について文書を作

成する。 

 その際、合意形成過程、教育方法等、支援体制、施設・整備等について合意を形成する。 

 

３．修学について 

 創発科学研究科の授業を受ける際に配慮が必要な場合には、教務委員会委員長名で、合

理的配慮依頼の文書を作成し、当該学生側と大学側で合意された配慮事項を授業担当者へ

連絡する。 

 

４．学生生活全般について 

 関係諸機関と連携して指導教員と学務担当係が対応する。 

 

５．その他 

 何か問題が生じた場合は、学務担当係と指導教員が対応し、何らかの判断が求められる

場合は、教務委員会が判断する。また、バリアフリー支援室がアドバイスを行い、各キャ

ンパスの保健管理センターが相談に応じる。 



創発科学研究科の教育上の合理的配慮決定の流れとバリアフリー支援室の役割（参考例） 

 

 

                             

                              

①学生または保護

者等から障害を理

由とした合理的配

慮が要請される 

②教務委員会 

 指導教員 

学務担当係 

③学生または保護者等と面談を行い、合理的配慮に関する合意形成を行う（必要に応じ

て、授業担当教員・保健管理センターも含む） 

また、合意内容について、研究科長名で文書を作成する 

④教務委員会委員長名で、合

理的配慮依頼の文書を作成 

⑥学生本人と合理的配

慮の内容について確認

し、実際に配慮を行う 

⑤研究科で作成し

た合理的配慮依頼

の文書を各科目担

任に渡し、合理的

配慮の内容につい

て相談する 

学生・保護者 創発科学研究科 科目担当教員 

⑤  研究科で作成

した合理的配慮依

頼の情報共有 

上記の流れにおける，バリアフリー支援室の役割 

①に至る前の段階の学生の支援 

③の面談に同席し、合理的配慮の内容について助言 

⑤の科目担当教員への依頼が、学生一人では困難な場合の支援 

⑥で科目担当教員が、対応に困った場合の支援 


